
棚田カード等作成委託業務仕様書

１ 目的
本業務は、日本の原風景ともいわれる美しい景観である棚田を後世に残すため、棚

田の魅力を広く国民に普及すると共に、棚田地域や周辺地域へ足を運んでもらうこと
を目的として、別紙１の棚田について、全国統一デザインの棚田カード（以下「カー
ド」という。）及び棚田めぐりガイド（以下「ガイド」という。）の作成業務を行う。

２ 業務内容
受注者は、本業務の目的を十分理解したうえで、以下の事項をすべて行うものとす

る。
（１） 原稿作成
（ア）年代等関係なく、広く多くの一般の方を対象として棚田の魅力を PR すること

に留意し、全体的なタイトル、サブタイトル、キャッチコピーの作成、書体の

選定、レイアウトの構成は対象者の関心を第一印象で惹きつけるのに効果的

なものとし、カード、ガイドに統一感をもたせること。

なお、説明文については、一般の方がより理解しやすい内容とすること。
（イ）カード、ガイドにレイアウトされた情報（各種写真、基本情報（棚田の所在地

等）及び説明文）は、入れ替えが簡易にできるテンプレートとしても使用でき
るようにすること。なお、テンプレートを使用した作成要領（台紙素材、文字
サイズ、フォント、色、写真の解像度等）の詳細をまとめたデータを作成する
こと。

（ウ）レイアウト、サイズは以下のとおりとする。また、紙質については、以下を参
考に同等以上のものを使用すること。
【カード】別紙２の構成案を参考により良いデザインを作成。

サイズ：6.3cm×8.8cm、角丸４mm
紙質：コート 220kg＋両面コート PP

【ガイド】別紙３の構成案を参考により良いデザインを作成。
サイズ：Ａ５、縦、カード式、左端に２つ穴
（バインダー等で保存、差し替え可能な形を想定）
紙質：コート 220kg＋表マット PP
棚田カードを保存できるよう片面にポケット（プラスチック形状が
望ましい）を設置すること

（エ）受注者は、本業務の契約締結後直ちに、業務全体のスケジュールを作成し、担
当者の確認を得ること。なお、原稿の校正については１回以上行うこととする。

（２） 印刷
受注者は、原稿について発注者の了解を得た後に、カード及びガイドの原稿を
それぞれ５部ずつ印刷し発注者に提出すること。

（３）原稿データの提出
原稿データ等について、以下の条件で収録した CD-R 又は DVD-R（以下「CD-R

等」という。）を作成し、発注者あてに提出すること。
（ア）オリジナルのデータ

使用ソフトについては、発注者に相談すること。
（イ）印刷版下用にアウトライン化したデータ

Mac 版又は Windows 版ソフトを使用し、写真画像は、ESP 又は TIFF の解像度
350dbi 実像画像を貼り込み、データ方式は CMYK とすること。また、使用し
たソフト名とバージョン明記をすること。

（ウ）PDF データ及び写真データ（JPEG）



（エ）カード及びガイドの作成に当たり、受注者が独自に収集し使用したイラスト、
写真データ（JPEG）

（オ）上記（ア）から（エ）の各データは、windows10 以上の OS で利用できるもの
とすること。また、32bit カラーとすること。

（４）打合せ
（ア）発注者との打合せ

受注者は、本業務を遂行する上で、以下の段階において発注者と打合せを行う。
（１）業務着手段階
（２）デザイン案原稿を作成した段階
（３）原稿を作成した段階

（イ）市町村担当者等との打合せ
受注者は、本業務を遂行する上で、各市町村担当者等と適宜打合せを行い、そ
の意見を原稿作成やデザインに反映させること。

３ 履行期限
令和７年 11 月末日

４ 成果品
（１） カード及びガイドの印刷物 各 20,000 部（1,000 枚/地区×20 地区）
（２） カード及びガイドの原稿データ（CD-R 等）２部
（３） カード及びガイドのテンプレートと作成要領の原稿データ(CD-R 等) １部

※ CD-R 等については、ウイルス対策を行うこととし、ウイルス対策に関する
情報（ ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月
日）を記録したラベルを貼り付けること。また、ウイルス対策ソフトは信
頼性が高く、かつ、最新のデータに更新したものを使用すること。

５ 納入場所
（１）高知県農業振興部農業政策課

６ 著作権等の取り扱い
（１） 受注者は、成果品に係る一切の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）

第 17 条第１項に規定する権利並びに第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含
む。以下同じ）を成果品の引渡し時に高知県に無償で譲渡するものとし、農林
水産省の行為について著作者人格権（著作権法第 17 条第１項に規定する権利
をいう。）を行使しないものとする。

（２） 受注者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者の著作
権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用
の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

（３） 受注者は、高知県が成果物を活用する場合及び発注者が認めた場合において

第三者に二次利用させる場合は、原著作者の著作権及び肖像権等による新たな

費用が発生しないように措置するものとする。

（４） この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等及び肖像権に係る権利侵害

の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰する場合を

除き、受注者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この

場合、受注者は係る紛争等の事実を知ったときは、発注者に通知し、必要な範

囲で控訴状の防衛を発注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。



７ その他

（１） 業務の目的を達成するために、発注者は、業務内容・進行状況に関して必要

な指示を行うことができるものとし、受注者はこの指示に従うものとする。

（２） 受注者は、業務の受注により知り得た情報については、契約期間はもとより、

契約終了後においても外部に漏らしてはならない。

（３） 業務の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作

業等が生じたとき、業務の内容を変更する必要が生じたとき、又は本業務の遂

行に当たって、疑義等が生じたときは、発注者と受注者とが協議することとす

る。



別紙１

作成対象棚田一覧

市町村 棚田名

1 田野町 東大野の棚田

2 香美市 有瀬（ありせ）の棚田

3 〃 西峯の棚田

4 土佐町 高須の棚田

5 〃 立割（たてわり）の棚田

6 〃 溜井（ぬるい）の棚田

7 本山町 土佐天空の棚田群①

8 〃 土佐天空の棚田群②

9 〃 土佐天空の棚田群③

10 大豊町 穴内の棚田

市町村 棚田名

11 大豊町 八畝（ようね）の棚田

12 〃 怒田（ぬた）の棚田

13 いの町 津賀谷（つがのたに）の棚田

14 仁淀川町 長者の棚田

15 梼原町 神在居（かんざいこ）の棚田

16 津野町 貝ノ川の棚田

17

残り 4地区は、別途調整
18

19

20



別紙２

カード構成（案）

カードサイズ：6.3cm×8.8cm 角丸４ｍｍ
紙質（参考）：コート220kg＋両面コート PP

コンテンツ 頁 詳細 備考

写真 表 ・写真によって縦横あり
・枠なしの写真のみ

棚田名 表
・日本語・ローマ字表記
写真によって、掲載位置を変える

・棚田を引き立てる字体

棚田名 裏 ・日本語・ローマ字表記
・表と字体を統一

基本情報 裏

・各棚田により、情報量の違いあり
所在地、棚田枚数、平均勾配、生産品種、
農作業時期(代かき・田植え・稲刈り・脱穀)

・QRコード等あり

素材提
供

情報１ 裏 ・各棚田により、情報量の違いあり
・QRコード等

素材提
供

情報２ 裏
・各棚田により、情報量の違いあり
・QRコード等あり

素材提
供

ロットNO. 裏
・県NO
・県ごとの棚田整理NO
・作成年月（西暦）



別紙３

ガイド構成（案）

サイズ：A5、縦
左側２つ穴（バインダー等に保存できるようなデザイン）
紙質（参考）：コート220kg＋表マット PP（棚田カードを保存するデザインを考慮すること）
１枚（表裏）×１地区掲載
レイアウト：棚田カードを保存できるデザイン（ポケット状、切り込みなど）。また、提供さ

れた素材を基にわかりやすいデザインを作成する。
位置図については、棚田の位置がわかりやすい表示にすること。

※情報１～２については、２つのコンテンツに分ける情報がない地域もある。

コンテンツ 詳細 備考

位置図
・棚田地域位置図
・棚田地域以外（道の駅など）の位置情報の掲載が地
域によってはある

素材提
供

詳細情報

・住所
・問い合わせ先
・アクセス情報
・トイレの有無
・駐車場情報

素材提
供

棚田カード
収納箇所

・棚田カードが保存出来るようなデザイン
・縦・横どちらでも収納できるように

配布場所 ・配布場所一覧(仮名)のサイトのQRコード 素材提
供

情報１ ・各棚田により、情報量の違いあり
・QRコード、写真等あり

素材提
供

情報２ ・各棚田により、情報量の違いあり
・QRコード、写真等あり 素材提

供


